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県土整備企
画課

ドローンの技能講習業務委
託契約（マルチコプター型
タイプ）

令和7年12月22日 株式会社ＭＡＸ工業
北九州市八幡東区春の
町４ー５－１５

2,475,000円

　ドローンの目視外自立飛行を安全に行うためには、その機体に
特化した技能講習を受ける必要があり、同講習の修了証明書を
保有した者による操縦でなければ、製品に不具合が生じた際など
にメーカーの保証を受けることができない。九州内で当該機体に
関する技能講習を実施し、修了証明書を発行できるのはメーカー
の代理店である（株）ＭＡＸ工業のみであるため選定したもの（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）。

指導係 092-643-3645

県土整備企
画課

ドローンの技能講習業務委
託契約（垂直離着陸型固
定翼タイプ）

令和7年12月22日
エアロセンス株式会
社

東京都帰宅田端新町１
－１－１４

4,125,000円

　ドローンの目視外自立飛行を安全に行うためには、その機体に
特化した技能講習を受ける必要があり、同講習の修了証明書を
保有した者による操縦でなければ、製品に不具合が生じた際など
にメーカーの保証を受けることができない。当該機体に関する技
能講習を実施し、修了証明書を発行できるのはメーカーであるエ
アロセンス（株）のみであるため選定したもの（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）。

指導係 092-643-3645

県土整備企
画課

産業廃棄物処理単価調査
業務委託（令和8年度上半
期）契約

令和7年12月16日
大洋エンジニアリング
株式会社九州支店

福岡市博多区博多駅南
１－８－６

4,510,000円

　本業務を発注するにあたり、名簿外業者も含めて産業廃棄物処
理単価等調査業務の施行実績がある業者を調査したところ、３者
のみが該当したため、当該業者から見積徴取を行った。その結
果、２者より人員不足のため調査困難という理由から見積辞退届
が提出され、業務実施可能として見積提出があったのが１者のみ
であったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

指導係 092-643-3645

県土整備企
画課

建設業ＤＸ推進業務委託契
約

令和7年10月6日
一般社団法人福岡県
土木組合連合会

福岡市博多区千代４ー２
９－９

4,408,800円

　当該事業は、現場で直接従事する業者で構成される建設業界と
連携し、デジタル技術の活用を推進するとともに、県による伴走支
援も併せて行うことで、企業の自主的なDXの取組として発展させ
ることを目的としている。また、本事業の委託先は個々の企業で
はなく建設業団体とすることで、団体自体のDXへの意識が高まる
とともに、自主的に会員へDXの浸透がなされるものと考える。
　工事発注件数や、DXをリードするICT活用工事の多くが土木一
式工事であることから、DXを広く浸透させるためには、土木一式
工事を専らとする企業で構成される団体が委託先として最適であ
る。県内の主な建設業団体の中で、（一社）福岡県土木組合連合
会は、当団体に該当し、県内でも他の団体と比べ突出した会員を
有する建設業団体であるため、研修等へ多数の企業を参加させ
られるとともに、１５の支部を持ち、県内をきめ細かくカバーしてい
ることから、県内一様にその効果を発揮させられ、効率的にＤＸの
浸透を図ることができる。
　以上の理由により、（一社）福岡県土木組合連合会は、本事業
の目的を効果的に実施できる唯一の団体であり、当団体を委託
先として選定したもの（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）。

指導係 092-643-3645

道路維持課
令和７年度道路関連情報
一元管理システム運用保
守業務委託

令和7年11月12日
国際航業株式会社福
岡支店

福岡市博多区博多駅東
三丁目6番3号

8,178,500円

　本業務は、システム開発元である国際航業(株)福岡支店のみ
が、ネットワーク環境及びセキュリティ対策等と関連したシステム
の維持管理を行う専門的業務のため、同社と契約を行うものであ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

補修係 092-643-3654

特命随意契約公表一覧表
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南筑後県土
整備事務所

楠田川汚濁防止フェンス設
置および維持管理業務委
託

令和7年10月20日 高田漁業協同組合
みやま市高田町江浦１３
４０番地

288,200円

日ごろから周辺水域を利用している各漁船を取りまとめている高
田漁業協同組合は、現地に精通し業務に迅速に対応できること
から同組合と契約することにより業務を円滑に進めることができ、
工事費も安価となるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務係 0944-41-5112

南筑後県土
整備事務所

三池港廃船処理（FRP船リ
サイクルシステム）業務

令和7年12月22日
一般社団法人　日本
マリン事業協会

東京都中央区八重洲2
丁目10番12号

1,445,565円

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）船は、その製品特性（材料が
高強度、大型、全国に広く薄く分布、製品寿命が長い、等）から通
常の廃棄物処理は困難であるため、当該廃船処理についてＦＲＰ
船リサイクルシステムを用いて処分するもの。
　日本マリン事業協会は、専門的な技術と豊富な経験を兼ね備え
た人材を有しており、国土交通省海事局が推進する「ＦＲＰ船リサ
イクルシステム」の国内唯一の認定団体である。官公庁がＦＲＰ船
リサイクルシステムを利用する場合は認定団体である同協会と直
接契約を締結しなければならないため、同協会を選定するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

三池港管理
出張所

0944-54-7248

八女県土整
備事務所

筑後広域公園（駅前エリ
ア）修景施設制作業務委託
（４工区）

令和7年10月31日
NPO法人芸術の森デ
ザイン会議　代表　津
留誠一

福岡県八女郡広川町大
字藤田９９９－２

34,976,896円

　本業務は、県が管理する筑後広域公園において、公園の顔とな
るモニュメントの設置を行い、九州芸文館と連携してさらなる魅力
向上を図ることを目的とする。今回の業務内容は、過年度に工房
にて制作したモニュメントを現地へ運搬して、周辺環境と調和を考
慮しながら設置完成させるものである。
　本モニュメント制作に関する事項は、外部有識者等を委員とした
「筑後広域公園モニュメント検討会議」の結果に基づき実施してき
ており、制作者には、福岡県内でゆかり深い郷土出身者数名の
中から当該モニュメントのデザインキーワード（水・風・森・石）の作
風を生かす津留誠一氏を選定した。よって、当事業者以外では業
務を行えないため選定するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

都市施設整
備課　佐藤

0943-22-6991

苅田港務所
苅田港南航路埋没対策検
討業務委託（令和７年度）

令和7年10月30日
一般財団法人 沿岸技
術研究センター

東京都港区西新橋一丁
目14番２号

19,888,000円

　本業務は、埋没メカニズムを推定し埋没予測モデルを構築した
上で埋没対策工法の検討、検証を実施するなど、高度な専門知
識及び技術を要する調査検討業務であり、（一財）沿岸技術研究
センターは、沿岸域、海洋に関する技術の開発、普及や技術課題
の解決について、豊富な経験と実績を有している。
　競争入札に付した場合、同財団と同等の専門性と実績を有する
事業者を選定することは困難であり、別の事業者では一からモデ
ルの構築、知見の蓄積をしなければならないため、かえって非効
率となるおそれがある。
　上記の理由から、同財団に随意契約により委託することが、最
も合理的かつ経済的であると判断する。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

庶務課 093-434-0585

苅田港務所
簡易灯浮標（南6号）仮復
作業

令和7年10月2日 村上海事（株） 苅田町大字二崎456-5 1,232,000円

苅田港南航路の簡易灯浮標南2号が移動し、船舶の座礁防止の
ため早急な対応が必要となった。特殊かつ緊急な作業に対応で
きる業者は村上海事（株）の1社のみであったため、当該業者を選
定するもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

港営課 093-434-0586
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苅田港務所
簡易灯浮標（本1号）仮復
旧作業業務委託

令和7年10月21日 村上海事（株） 苅田町大字二崎456-5 1,045,000円

苅田港南航路の簡易灯浮標南2号が移動し、船舶の座礁防止の
ため早急な対応が必要となった。特殊かつ緊急な作業に対応で
きる業者は村上海事（株）の1社のみであったため、当該業者を選
定するもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

港営課 093-434-0586

苅田港務所
簡易灯浮標（本2号）仮復
旧作業業務委託

令和7年10月28日 村上海事（株） 苅田町大字二崎456-5 957,000円

苅田港南航路の簡易灯浮標南2号が移動し、船舶の座礁防止の
ため早急な対応が必要となった。特殊かつ緊急な作業に対応で
きる業者は村上海事（株）の1社のみであったため、当該業者を選
定するもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

港営課 093-434-0586
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